
東村庁舎及び東村保健福祉センターにおける省エネ設備等導入に伴う実施設計業務 

仕様書 

1. 目的 

本村は、令和８年３月「地球温暖化対策実行計画 【改定】」において温室効果ガス排出量の削減目

標に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることとしている。 

計画の削減目標の実現に向け、東村庁舎及び東村保健福祉センターの Not Zero Energy Building（以

下「ZEB」という）化を図り、省エネルギー化及び Co２削減効果等を図るとともに、ZEB Ready 以

上の改修を目的とし、実施設計を行うものである。 

 

2． 基本事項 

   本業務は、次の基本事項を満たすように実施する。 

(1)  本業務は「脱炭素化推進事業債」を活用して実施するものであり、「提案上限金額」の範囲内で脱

炭素化推進事業債の同意基準、運用要綱等に適合する内容となるよう提案すること。 

(2)  令和 6年度「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー

設備等導入推進事業」を活用した過年度業務「東村庁舎施設等再エネ設備導入に伴う改修工事

基本設計業務」を参考とし、下記（５）の表に記載する CO2排出量削減効果【ｔ-CO2/15年】の数値

を上回る計画とすること。空調換気設備及び照明設備の更新および BEMS（ビルマネジメントシスムテ

ム）の設置により ZEBの定義に基づく ZEB_Ready以上の認証基準を満たすこと。 

なお、設計一次エネルギー消費量比の算定にあたっては、エネルギー消費性能プログ計算プログラ

ム（非住宅版）標準入力法を使用すること。 

(3)  建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）における ZEB認定取得手続きは、実施設計後速やか

に行うこと。 

(4)   導入後のメンテナンスに関しても考慮すること。 

(5)  各施設の設備毎のＣＯ２排出量削減効果【ｔ-ＣＯ２/15年】表 

 

表 ＣＯ２排出量削減効果【ｔ-CO2/15年】 

施設名 空調・換気設備 照明設備 

東村役場庁舎 137.4 139.05 

保健福祉センター 31.5 31.95 

出典：東村庁舎施設等再エネ設備導入に伴う改修工事基本設計業務 報告書 抜粋 

 

3．業務内容 

(1) 適用 

 本業務委託を受託したもの（以下「受託者」という。）は東村庁舎における省エネ設備等導入に伴う



実施設計業務公募入札説明書及び仕様書における所定の条件を踏まえるとともに、業務の実施に

あたり、関係法令及び関連条例等の遵守を徹底すること。 

(2) 対象施設の概要 

① 東村役場庁舎 （東村字平良８０４番地） 

➢ 敷地面積：２３,１８５.５９ ㎡ 

➢ 施設用途：庁舎（事務所等） 

➢ 用途地域及び地区の指定：未指定地域 

➢ 施設の延床面積：4,309.31 ㎡ 

➢ 主要構造：鉄筋コンクリート造 地下１階、地上２階 

② 保健福祉センター（東村字平良８０４番地） 

➢ 敷地面積：2,984.48 ㎡ 

➢ 施設用途：事務所等 

➢ 用途地域及び地区の指定：未指定地域 

➢ 施設の延床面積：1,017.74 ㎡ 

➢ 主要構造：鉄筋コンクリート造 地上 1階 

(3) 提案上限金額 

提案上限金額：  ￥ １７,３８０,０００ 円（消費税及び地方消費税を含む） 

(4) 履行期間 

 契約締結日から令和 8年 11月 30日まで 

       ※ただし、建築物エネルギー性能表示制度（BELS）による認証取得は令和 8 年 11 月 13 日（金）

までに取得すること。 

(5) 工事種別：改修 

(6) 設計範囲 

・電気 （ 照明 ）  ・空調（ 空調 ）   ・BEMS（ 新設 ） 

 

４．業務仕様 

   本仕様書（以下「仕様書」という。）に記載されていない事項は、建築設計業務委託共通仕様書

（令和 6 年 4 月沖縄県土木建築部）（以下「共通仕様書」という。）による。 

  （１）管理技術者等の資格要件（共通仕様書第３章 10(2)） 

① 管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社

その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 

⦿建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に規定する一級建築士 

② 設備設計担当者の資格要件は次による。 

⦿建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に規定する建築設備士若しくは建築設備士に準ずる資

格を有する者 



  （２）業務計画書（共通仕様書第３章５） 

業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書（第５号様式）及び管理技術者等通知書（第６

号 様式）を作成し、調査職員に提出する。なお、プロポーザル方式、総合評価落札方式等によ

り本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 

① 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去３年以内の同種又

は類似業務の実績及び手持業務の状況（第６号様式「別紙１」） 

② 各主任担当技術者の担当分野（【建築、構造、電気、機械】）、氏名、生年月日、所属・役職、

保有資格、実務経験年数、過去３年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況（第

６号様式「別紙２」） 

③ 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、過去３年以内の同

種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況（第６号様式「別紙２」） 

④業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号（又は名称）、代表者名、住所、業務内容、

契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名（第９号様式） 

⑤【建築、構造、電気、機械】以外の分担業務を追加する場合も(3)、(4)による 

⑥ 設計方針の説明に関する資料（令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添一第１項第一号イ及び第二

号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針） 

⑦ 業務工程表（第４号様式） 

 

（３）設計業務の内容及び範囲（共通仕様書第２章） 

①一般業務の範囲（共通仕様書第２章(1) 

実施設計 

（ア） 建築（総合）設計に関する標準業務 

（イ） 電気設備設計に関する標準業務 

（ウ） 機械設備設計に関する標準業務  

１ 要求の確認 （１）建築主の要求等の

確認 

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、発

注者の要求等を再確認し、必要に応じ設計条

件の修正を行う。 

（２）設計条件の変更等

の場合の協議 

提案書作成以降の状況の変化及び提案内容

によって、公募時に設定されている設計条件

を変更する必要がある場合においては、発注

者と協議する 。 

２ 法令上の諸条件の調

査及び関係機関との

打合せ 

（１）法令上の諸条件の

調査 

建築物の建築に関する法令及び条例上の制

約条件について、提案書の内容に即した詳細

な調査を行う。 

（２）建築確認申請に係

る関係機関との打合せ 

建築確認申請を行う必要がある場合は、建築

確認申請を行うために必要な事項について、

関係機関と打ち合わせを行う。 

３ 設計方針の策定 （１）総合検討 提案書に基づき、設備の各要素について検討

し、業務計画書を作成する。 

（２）設計のための基本的

事項の確定 

提案書作成段階以降に検討された事項のう

ち、発注者と協議して合意に達しておく必要の



あるもの及び検討作業の結果、提案書の内容

に修正を加える必要があるものを整理し、実施

設計のための基本的事項を確定する。 

（３）設計方針の策及び

発注者への説明 

総合検討の結果及び確定された基本的事項

を踏まえ、実施設計方針を策定し、発注者に

対して文書にて説明する。 

４ 設計図書の作成 （１）設計図書の作成 実施設計方針に基づき、発注者と協議の上、

技術的な検討、予算との整合を行い、実施設

計図書を作成する。 

（２）ＺＥＢ認証基準の適

合性の把握 

「建築物のエネルギー消費量計算プログラム

（非住宅版）」を用い、エネルギー消費効率（Ｂ

ＥＩ）が ＺＥＢReadyの認証基準を上回らないか

確認を行う。上記条件を満たせていない場合

には、実施設計内容の見直しを行う。 

（３）建築確認申請図書

の作成 

所管の官公庁等との事前の打合せ等を踏ま

え、実施設計に基づき、必要な確認申請図書

を作成する。 

５ 概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点におい

て、当該実施設計図書に基づく建築工事に要

する費用を算出し、工事費概算書を作成す

る。 

６ 実施設計内容の発注者への説明等 実施設計を行っている間、発注者に対して、作

業内容や進捗状況を報告し、必要な事項につ

いて協議する。また、実施設計図書の作成が

完了した時点において、実施設計図書を監督

職員に提出し、設計意図及び実施設計内容

の総合的な説明を行う。 

 

② 追加業務の内容及び範囲 

（ア）積算業務 

（イ）建築積算 

積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成 

（ウ）電気設備積算 

積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成 

（エ）機械設備積算 

積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成 

（オ）関係法令等に基づく各種申請手続き業務 

（カ）省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務 

（キ）BELS評価取得申請手続き 

（ク）概略工程表の作成 

（ケ）リサイクル計画書の作成 

（コ）実績報告書 

（２）適用基準 



実施設計にあたっては、関係法令の他以下に揚げる「最新版」の技術基準等を適用する。 

１) 共通 

①公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

②公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

③公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

④公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 

⑤公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

⑥公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 

⑦公共建築設計業務委託共通仕様書 

２）建築 

①建築工事監理指針（国土交通省大臣官房庁営繕部監修） 

②建築改修工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 

③建築設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

④建築工事標準詳細図（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

３） 設備 

①建築設備計画基準（国土交通省大臣官房庁営繕部監修） 

②公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 

③公共建築設備工事標準図（機械設備工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

 ④電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

⑤機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

⑥建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

⑦建築設備設計計算書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

４）積算 

①公共建築工事積算基準 

②公共建築工事標準単価積算基準 

③公共建築数量積算基準 

④公共建築設備数量積算基準 

⑤公共建築工事共通費積算基準 

⑥公共建築工事積算基準等資料 

   （３）打合せ及び記録 

    打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し監督員に提出する。 

     ・業務着手時 ・監督員又は管理技術者が必要と認めた時 ・定例の推進会議 ・その他 

   （４）保健等 

      ・受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 



      労働者災害補償保険 

   （５）成果品 

      成果物は下記に記載の内容を基本とする。なお、本仕様書に特記のないものについては、発注者の

指示による。 

成  果  物 規格 縮尺 部数 摘  要 

建
築
（
総
合
） 

一
般
業
務 

・建築物概要書 
⦿仕様書 
・仕上表 
・面積表及び求積図 
⦿敷地案内図 
⦿配置図 
⦿平面図（各階） 
・断面図 
・立面図（各面） 
・矩計図 
・展開図 
⦿天井伏図（各階） 
・平面詳細図 
⦿部分詳細図 
・建具表 
・工事費概算書 
・各種計算書 
・計画通知申請資料 
・関係法令申請資料 
・設計内容説明資料 
（簡易な透視図、日影図、各種技術資料等） 

A4 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 

 

 

 

 

 
1/100 
〃 
〃 
〃 

1/30 
〃 

1/100 
1/30 
〃 

1/50 

 

 

 

 
1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追
加
業
務 

⦿建築工事積算数量算出書 
⦿単価作成資料 
・見積書及び見積検討資料 
・ 

A4 
〃 
〃 
〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 

 

電
気
設
備 

一
般
業
務 

⦿仕様書 
⦿敷地案内図 
⦿配置図 
・受変電設備図 
・非常電源設備図 
⦿幹線系統図 
⦿電灯、コンセント設備平面図（各階） 
⦿動力設備平面図（各階） 
・通信・情報設備系統図 
・通信・情報設備平面図（各階） 
・火災報知等設備系統図 
・火災報知等設備平面図（各階） 
⦿屋外設備図 
・工事費概算書 
⦿各種計算書 
・計画通知申請資料 
⦿関係法令申請資料 
⦿設計内容説明資料（各種技術資料等） 

A4 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 

 
1/100 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

追
加
業
務 

⦿電気設備工事積算数量算出書 
⦿単価作成資料 
⦿見積書及び見積検討資料 

 
・ 
・ 

A4 
〃 
〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 

 

 

機
械
設
備
（
空
調
換
気
設
備
） 

一
般
業
務 

⦿仕様書 
⦿敷地案内図 
⦿配置図 
⦿空調設備系統図 
⦿空調設備平面図（各階） 
⦿換気設備系統図 
⦿換気設備平面図（各階） 
・その他設置設備設計図 
・部分詳細図 
⦿屋外設備図 
・工事費概算書 
⦿各種計算書 
・計画通知申請資料 
⦿関係法令申請資料 
⦿・設計内容説明資料（各種技術資料等） 

A4 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 

 
1/100 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
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⦿空調換気設備工事積算数量算出書 
⦿単価作成資料 
⦿見積書及び見積検討資料 
・ 
・ 
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設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 
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 ⦿建築物省エネルギー性能表示制度（BRLS） 
⦿概略工事工程表 

⦿各種記録 

A4 

 
  設計の内容に応じて、

必要な設計図を作成す

ること 

 

 

   成果物の納入部数 

    ・電子媒体（DVD－R）・・・・1部（業務計画書、打合せ記録簿、成果物一式） 

    ・設計図書・・・・・・下記のとおり 

① 業務完了報告書 

製本の内容 

(ｱ) 契約用設計書（正本） 

a 工事費積算数量算出書（仕訳書・内訳書） 

b 単価作成資料 

c 図面 

・Ａ１判白焼き図面をＡ４判に折り曲げ 

⦿Ａ３判白焼き図面をＡ４判に折り曲げ 



(ｲ) 各種計算書・設計内容説明資料（副本） 

a 工事費積算数量算出書（数量調書、数量算出書） 

b 見積書及び見積検討資料 

c 設備設計計算書 

d 設計内容説明資料 

e 打合せ記録簿 

(ｳ) 建築物省エネルギー性能表示制度（BRLS）資料 

(ｴ) ファイルの留め金はドッチ式とする 

② 工事管理用観音開き製本図面（庁舎と福祉センターを別々に製本すること）・・・各 3部 

③ 入札用図面（バラまたは PDFデータ）（規格・数量等については調査職員と協議すること） 

 ※受託者は、村から本業務に適合しないとして修正の指示があった場合には、速やかに修正を行う 

ものとする。 

４．留意事項 

 （１）受託者は、本業務の遂行にあたって村と十分に連携しながら作業するとともに、関係する法令等を遵守

しなければならない。 

（２）受託者は、本業務の遂行にあたって中立的な立場を保ち、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならな

い。 

（３）本業務を遂行するうえで必要となる一切の経費は、受注者が負担すること。 

（４）受託者は、個人情報の管理を徹底し、個人情報の漏洩等がないよう万全の注意を払わなければならない。 

（５）受託者は、業務の全部一括してまたは主たる部分を第三者に再委託することはできない。 

（６）本業務により作成した成果品及びその他の二次著作権等については、村に帰属し、許可なく複製及びほ

かに広報してはならない。 

（７）第三者が権利を持つ素材を利用する場合は、受託者が著作権者の承諾を得て行う。 

（８）当該業務は、既存資料や現地での調査を実施するとともに、国や県の現状、他団体の事例、脱炭素化推

進事業債主旨を理解した上で、同意基準、運用要綱等に適合する内容となるよう業務を実施すること。 

（９）発電電力量など各種計算に使用するデータ及びツールについては、公的機関が提供しているものなど、

一般的に広く使用されているもので、かつ最新のものを使用すること。 

（１０）受注者は、本業務の遂行において本村から資料の貸与を受ける必要がある場合は、本村と協議のうえ

貸与を受けるものとし、本業務の目的以外に当該資料等を利用してはならない。なお、貸与を受けた場合は、

業務終了後速やかに資料を返却すること。また、貸与を受けた資料を汚損等させた場合は、受注者の責任に

おいて復旧すること。 

（１２）その他対外的説明等に必要な基礎資料作成に協力すること。 


